
豊中市高齢・障害福祉・障害児通所支援事業所等に対する物価高騰対策事業フロー 

【高齢・介護サービス】 

時 期 事業者（事業所・施設） 市（長寿社会政策課） 

令和 7 年 

7 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 30 日 

 

 

 

 

 

申込み 

豊中市電子申込システムに入力 

 

 

 

 

 

 

 

通知書受領 

 

 

 

 

 

 

入金確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み締切り 

 

＜事業開始＞ 

ケア倶楽部に掲載 

市ホームページ掲載 

問合わせ・受付対応を開始 

 

 

申込み受付 

内容の確認、補正 

 

 

支給決定通知書の送付 

電子申込システムにて通知書

データをアップロード。 

 

 

支払いの手続き 

 

 

入 金 

指定口座への振込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務作業のルール＞ 

原則は、以下のとおりとする。 

●豊中市電子申込システムに入力する。 

●事業所・施設単位で申込む。 

複数回に分ける場合は重複申込みがないよう確認する。 

＜注意点＞ 

●給付金支給は対象事業所・施設につき 1 回とする。 

●介護予防サービス、総合事業サービスは対象外とする。 

 ただし、総合事業サービスのみの事業所は対象とする。 

●振込口座は 1 か所を指定する。 

 


